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は
じ
め
に

盆
行
事

の
諸
形
態

孟
蘭
盆
の
儀
礼
構
造
の
推
移

お
わ
り
に

一
、

は

じ

め

に

日
本
の
仏
教
行
事
の

一
つ
と
し
て
広
く

一
般
に
定
着
し
て
い
る
も
の
に
盆
行
事
が
あ
る
。
盆
行
事
は
新
旧
や
月
遅
れ
等
、
行
な
わ
れ
る

日
は
各
地
に
よ

っ
て
異
る
が
、
祖
先
の
霊
を
迎
え
祭
る
意
味
で
は
全
国
共
通
し
て
い
る
。

こ
の
行
事
は
広
く
仏
教
行
事
と
解
釈
さ
れ
、

『
仏
説
孟
蘭
盆
経
』
所
説
の

「
目
連
救
母
説
話
」
と

「衆
僧
供
養
」
の
行
事
で
あ
る
と
さ

れ
、
鎌
倉
時
代
、
宗
祖
日
蓮
聖
人
も

『
孟
蘭
盆
御
書①
』

『
四
条
金
吾
殿
御
書
』

『
四
条
金
吾
殿
御
返
執
］
に
こ
れ
ら
を
引
い
て
説
か
れ
て

い
る
。

し
か
し
、
現
在
各
地
で
盆
行
事
の
習
慣
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
単
に
仏
教
的
立
場
か
ら
だ
け
で
は
充
分
に
説
明
で
き
な
い

四 三 二 一
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の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
行
事
を
通
し
て
、
仏
教
が
日
本
古
来
の
信
仰
形
態
を
含
み
込
ん
で
、
日
本
的
盆
行
事
と
い
う
文
化
形
態
を
完
成
さ
せ
て

い

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
に
盆
行
事
の
諸
形
態
と
儀
礼
構
造
の
推
移
を
通
し
て
考
え
た
い
。

二
、
盆
行
事
の
諸
形
態

現
在
行
な
わ
れ
て
い
る
盆
行
事
の
始
ま
り
は
、
各
地
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
が
、
七
月
一
日
と
す
る
地
方
が
多
い
。
七
月
一
日
を
関
東
④

か
ら
信
州
地
方
に
か
け
て

「
カ
マ
ブ
タ
ツ
イ
タ
チ
」

「
オ
カ
マ
ノ
ク
チ
ァ
ヶ
」
と
か
、
静
岡
で
は

「
ト
ン
ボ
ツ
イ
タ
チ
」
な
ど
と
呼
ぶ
。

こ
れ
ら
の
地
方
を
中
心
に
地
獄
の
釜
の
開
く
日
と
も
い
わ
れ
、
高
い
竿
竹
を
利
用
し
て
高
灯
籠
を
立
て
る
家
も
多
い
。
関
西
で
は
、
月
遅

れ
で
あ
る
が
、
八
月

一
日
に
兵
庫
県
淡
路
島
で
は
、
先
亡
者
の
戒
名
を
書
い
た

「
マ
ネ
キ
バ
タ
」
と
か

「
ミ
ズ
バ
タ
」
と
呼
ぶ
布
を
先
端

⑤

に
つ
け
た

「
ト
ウ
ロ
ウ
ギ
」
を
立
て
、
そ
の
下
に
提
灯
を
吊
り
下
げ
る
。
ま
た
こ
の
日
を

「
ボ
ン
ミ
チ
ツ
ク
リ
」

「カ
リ
ミ
チ
ツ
ク
リ
」

「
ツ
イ
タ
チ
ミ
チ
」

「
ミ
チ
カ
リ
」

「
ミ
チ
ナ
ギ
」
と
呼
ぶ
地
方
が
、
静
岡
や
茨
城
、
宮
崎
な
ど
各
地
に
見
ら
れ
、
墓
の
草
取
り
、
路
の

草
取
り
が
行
な
わ
れ
る
。
特
に
静
岡
の
三
河

・
遠
江
を
中
心
に

「
カ
リ
ミ
チ
ツ
ク
リ
」
と
言
い
、
墓
地
の
草
取
り
だ
け
で
な
く
、
村
境
か

ら
山
の
頂
ま
で
の
路
の
草
を
露
の
か
か
ら
ぬ
程
に
刈
る⑥
。
こ
れ
は
、
東
北
地
方
の
氏
神
祭
の
時
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
と
同
様
の
行
事
で
、

祖
霊
降
臨
の
道
作
り
と
見
ら
れ
る
。
先
祖
の
霊
は
墓
地
に
い
る
の
で
な
く
、

「
ア
マ
」
と
呼
ぶ
遠
く
高
い
世
界
に
あ
る
と
の
考

え

で
あ

る
。
東
北
地
方
で
見
ら
れ
る
三
十
三
年
を
経
た
霊
は
氏
神
と

一
体
と
な
る
と
考
え
、

「
タ
オ
シ
バ
カ
」
と
い
っ
て
墓
石
を
片
付
け
、
位
牌

⑦

も
仏
壇
か
ら
取
り
去

っ
て
焼
き
、
氏
神
棚
の
先
祖
と
合
祀
す
る
習
慣
が
こ
れ
を
裏
付
け
て
い
る
。
高
灯
籠
を
立
て
、
盆
道
を
つ
く
り
、
ま

た
幡
を
立
て
る
の
も
先
祖
霊
を
招
く
手
段
で
あ
る
。

七
月

一
日
以
前
を
盆
始
め
と
す
る
地
方
も
あ
る
。
和
歌
山
で
は

「
タ
カ
バ
ナ
」
を
立
て
る
卯
月
八
日
を
地
獄
の
釜
の
開
く

日
と

伝

え

孟
蘭
盆
に
つ
い
て
の
一
考
察
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③
る
。
卯
月
八
日
は
釈
尊
の
生
誕
を
祝
す
る
日
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
と
は
違

っ
た
祖
霊
祭
り
や
田
の
神
祭
り
の
要
素
が
混
同
さ
れ
た
こ
と

に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
長
崎
で
は
、
旧
盆
の
六
月
十
五
日
を

「
盆
踊
リ
ノ
ス
ガ
タ
メ
」
と
い
い
、
踊
り
手
の
役
割
を

決

め

る

日

⑨

で
、
こ
の
日
を
盆
始
め
と
し
た
。
高
知
や
愛
媛
で
は
六
月
二
十
日
の
夜
を

「
ト
ボ
シ
ハ
ジ
メ
」
と
ぃ
い
、
新
仏
の
あ
る
家
で
は
灯
籠
に
火

⑩

を
入
れ
、
精
進
料
理
で
親
戚
を
招
き
、
七
月
二
十
日
の

「
ト
ボ
シ
ア
ゲ
」
ま
で
火
を
絶
や
さ
な
い
。
ち
な
み
に
、
新
仏
の
あ
る
家
で
は
長

期
間
祭
る
例
も
あ
る
。
茨
城
で
は
高
灯
籠
は

一
日
か
ら
二
十
日
ま
で
、
岩
手
で
は
十
三
日
か
ら
二
十
日
ま
で
杉
の
木
を
軒
先
に
立
て
、
徳

①

島
で
は
、
旧
盆

一
日
か
ら
二
十
日
ま
で
軒
先
に
盆
灯
籠
を
吊
る
し
、
三
年
経
つ
と
川
に
流
し
た
。

次
に
七
月
七
日
を
盆
行
事
の
始
ま
り
と
す
る
地
方
も
多
い
。
関
西
で
は
月
遅
れ
で
あ
る
が

「
ナ
ヌ
カ
ビ
」

「
ナ
ヌ
カ
ボ
ン
」
と
呼
び
、

⑫

道
普
請
や
川

・
溝
掃
除
、
井
戸
替
え
、
仏
具
磨
き
、
墓
掃
除
、
盆
花
迎
え
、
盆
灯
籠
の
紙
張
り
な
ど
が
始
ま
る
。
こ
の
日
は
、
全
国
的
に

七
夕
行
事
が
中
心
に
な
る
が
、
七
夕
に
関
す
る
伝
承
の
牽
牛
、
織
女
の
伝
説
は
、
中
国
の
星
祭
り
の
乞
巧
莫
か
ら
出
た
も
の
で
、
現
在
行

な
わ
れ
て
い
る
笹
竹
を
立
て
る
こ
と
と
は
結
び
つ
か
な
い
。

『
公
事
根
源
』
に
よ
る
と
七
夕
は
日
本
で
は
天
平
勝
宝
七
年

（七
五
五
）
に

始
ま

っ
た
星
祭
り
で
、
七
月
七
日
に
行
な
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
笹
竹
を
立
て
る
こ
と
は
盆
の
習
慣
と
混
同
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
兵
庫

①

で
は
、
こ
の
日
を

「
タ
ナ
バ
タ
ダ
ナ
」
と
呼
ぶ
所
も
あ
り
、
軒
下
に
棚
を
つ
く
り
供
え
物
を
す
る
こ
と
か
ら
、
祖
霊
祭
り
が
起
源
に
な

っ

て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
、
立
て
る
笹
竹
が
祖
霊
の
依
り
代
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
棚
の
幡
で
、

「
タ
ナ
バ
タ
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に

⑭

な

っ
た
と
も
い
う
。

ま
た
七
夕
に
関
し
て
、
東
北
地
方
か
ら
関
東
地
方

に
か
け
て
あ
る

「七
回
水
を
浴
び
、
七
回
親
を
拝
む
」

「
七
回
水
を
浴
び
、
七
回
赤

飯
を
食

べ
る
」
と
い
う
伝
承
や
、
兵
庫

の

「
女
子
は
髪
を
洗
う
」

「
人
形
を
川
ゃ
海
に
流
す
」

「井
戸
替
え
を
す
る
」

「
七
夕
の
竹
を
流

①

す
」
等
の
伝
承
か
ら
、
日
本
古
来
の
設
や
祓
え
の
思
想
が
根
本
に
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
、
七
夕
行
事
が
、

「，夏
越
し
の
祓
」
と
同
様
の
祖

霊
祭
り
の
為
の
物
忌
み
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
東
北
地
方
の

「
ネ
ブ
タ
」

「
ネ
プ
タ
」

「
ネ
ム
リ
ナ
ガ
シ
」
も
こ
れ
と
同
様
の
行
事
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で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
各
地
の
盆
始
め
の
行
事
は
、
そ
の
多
く
が
高
灯
籠
や
、
幡
、
あ
る
い
は
笹
竹
な
ど
を
立
て
る
こ
と
で
あ

っ
た
り
、
盆
路

を
つ
く
る
こ
と
で
あ

っ
た
り
し
、
祖
霊
を
迎
え
る
準
備
と
し
て
各
地
で
様
々
な
こ
と
が
ら
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

七
日
盆
を
す
ぎ
る
と

「盆
花
迎
え
」
が
行
な
わ
れ
る
。
十

一
日
か
ら
十
三
日
に
か
け
て
各
地
で
見
ら
れ
、
正
月
の

「若
木
迎
え
」
に
対

応
で
き
る
も
の
で
祖
霊
が
花
と
共
に
家
に
帰

っ
て
く
る
と
考
え
る
地
方
も
多
く
、
兵
庫
で
も
格
を
山
か
ら
持
ち
帰
り
、
そ
の
帰
り
道
は
、

背
に
担
う
格
好
で
家
≦
戻
っ
た
り
、
風
呂
に
入
れ
た
り
、
足
洗
い
の
水
を
置
い
た
り
す
る
。
あ
る
い
は
夜
は
戸
を
少
し
開
い
て
お
く
地
方

⑩

も
あ
り
、
先
祖
を
迎
え
入
れ
る
意
味
で
は
共
通
し
て
い
る
。

十
二
日
は

「迎
え
盆
」
と
呼
ぶ
。
全
国
的
に
こ
の
よ
う
に
呼
ん
で
い
る
。
夕
方
に
墓
に
参
り
、
藁
や
苧
殻
を
焚
い
て
祖
霊

（先
祖
）
を

迎
え
る
。
提
灯
に
火
を
入
れ
、
墓
か
ら
家
ま
で
案
内
し
た
り
、
家
の
門
口
で
苧
殻
を
焚
き
祖
霊
を
迎
え
た
。
仏
壇
の
前
に
シ
ョ
ウ
ロ
ゴ
ザ

を
敷
い
た
り
、
正
月
の

「歳
棚
」
の
様
に
「
シ
ョ
ロ
ダ
ナ
・
ボ
ン
ダ
ゎ
」
を
設
け
、
先
祖
の
位
牌
を
置
き
供
物
を
す
る
。
こ
の
日
は
、
赤
飯

を
炊
く
地
方
が
あ

っ
た
り
、
兵
庫
の
様
に

「
オ
チ
ツ
キ
団
子
」
供
え
、
関
東
で
は

「迎
え
団
子
」
を
供
え
て
め
で
た
い
こ
と
と
し
た
。
こ

れ
ら
迎
え
ら
れ
た
祖
霊
は
精
霊
と
呼
ば
れ
る
。
ナ
ス
や
キ

ュ
ウ
リ
に
苧
殻
で
足
を
つ
け
て
、
精
霊
の
乗
物
に
似
せ
た
牛

・
馬
を
作
り
、
棚

ま
で
苧
殻
で
作

っ
た
ハ
シ
ゴ
を
掛
け
、
ナ
ス
、
キ

ュ
ウ
リ
を
サ
イ
コ
ロ
状
に
刻
み
、
洗
米
を
入
れ
た
水
鉢
に
盛
り
、
供
物
と
し
た
。
こ
れ

⑩

を

「水
ノ
子
」

「水
ノ
実
」
と
呼
び
、
ミ
ズ
ハ
ギ
や
タ
ム
ラ
ソ
ウ
な
ど
を
東
ね
た
も
の
で
水
向
し
て
拝
む
。

と
こ
ろ
が
、
祖
霊
と
は
別
に
、

「無
縁
さ
ん
」
と
か

「餓
鬼
」
を
別
に
棚
を
設
け
て
祭
る
こ
と
が
広
く
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
棚
は

で

ズヽ
ダ
ナ
」
「
ア
ラ
ダ
ナ
」
「
ソ
ン
シ
ョ
ダ
ナ
」
「
タ
マ
ダ
ナ
」

「
ム
エ
ン
ダ
ナ
」
等
と
各
地
で
呼
ば
れ
、
仏
壇
の
脇
、
縁
側
、
庭
先
な
ど

④

に
し
つ
ら
え
る
。
供
物
は
、
先
祖
の
精
霊
は
器
に
供
え
る
が
、
こ
こ
で
は
柿
の
葉
な
ど
を
使
う
。
ま
た
新
仏
で
あ
る
新
精
霊
を
こ
の

「
ア

②
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

②

ラ
ダ
ナ
」
や

「
ミ
ズ
ダ
ナ
」
で
祭
る
地
方
も
あ
り
、
兵
庫
県
淡
路
島
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。
死
後
、
年
を
経
な
い
霊
は
崇
る
と
か
、
祖

孟
蘭
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霊
と
共
に
な
れ
な
い
と
す
る
考
え
か
ら
出
て
い
る
。
こ
の

「
ミ
ズ
ダ
ナ
」
で
は
、
新
精
霊
と
、
帰
る
べ
き
所
の
な
い
霊
や
行
き
倒
れ
、
突

然
の
不
幸
で
死
亡
し
た
者
や
未
婚
の
者
で
祭

っ
て
く
れ
る
子
供
の
な
い
霊
を
祭
る
。
そ
れ
は
こ
の
世
の
人
々
へ
の
禍
い
を
防
ぐ
た
め
と
考

え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の

「
無
縁
さ
ん
」
あ
る
い
は

「
餓
鬼
」
が
仏
教
の
餓
鬼
と
い
う
恐
し
い
存
在
と
関
連
さ
れ
、
施
餓
鬼
会
と
つ
な
が
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
盆
の
帰
り
に
来
る
霊
は
、
先
祖
の
霊
と
新
仏
の
霊
と
無
縁
仏
の
三
種
の
霊
で
、
各
々
祭
る
方
法
に
相
異
が
見
ら
れ
る
の
で
あ

④
２
０
。盆

の
供
物
に
つ
い
も

『
延
喜
式
』
三
十
二
に
名
称
が
あ
げ
ら
れ
、
こ
の
内
容
か
ら
、
盆
会
の
性
格
を
収
穫
祭
的
傾
向
を
持
つ
も
の
と
し

て
平
安
時
代
に
位
置
づ
け
た
と
見
る
説
も
あ
り
、
な
か
で
も
盆
を
稲
作
に
立
脚
し
た
祭
祀
と
見
る
説
と
、
麦
作
の
収
穫
祭
と
と
ら
え
る
見

解
と
が
あ
り
、
仏
教
的
見
地
か
ら
の
み
で
は
盆
を
理
解
し
え
な
い
面
も
あ
る
。

次
に
盆
が
先
祖
の
霊
を
迎
え
て
の
め
で
た
い
祭
り
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
親
戚
が
互
い
に

「盆
礼
」
と
い
い
、
米
や
そ
う
め
ん
、
小
麦
粉

等
を
贈
答
し
、
酒
宴
を
も
ち
、

「よ
い
お
盆
で
…
…
」
と
挨
拶
を
か
」
ゞ
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
、

「盆
礼
」
を
行
う
十
二
日
を
長
野

で
は

「
ボ
ン
ゼ
ッ
ク
」

「
ボ
ン
ド
シ
」

「
ボ
ン
セ
イ
ボ
」
と
呼
ん
で
い
る
。
関
東
で
は
両
親
の
健
在
の
者
は
盆
中
に
魚
を
取

っ
て
両
親

に
食
べ
さ
せ
た
り
、
奈
良
で
は
親
の
健
在
の
者
は
盆
中
に
サ
バ
を
食
べ
る
こ
と
を

「
イ
キ
ミ
タ
マ
」
と
い
っ
た
り
、
盆
礼
を

「
イ
キ
ミ
タ

マ
」

「
イ
キ
ボ
ン
」
と
呼
ぶ
地
方
も
多
く
、
盆
礼
が
死
者
の
霊
で
な
く
、
生
存
す
る
親
な
ど
の

「
イ
キ
ミ
タ
マ
」
に
感
謝
し
、
祭
る
意
味

④

が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

②

江
戸
時
代
、
江
戸
城
で
も
女
中
の
御
目
見
得
以
上
の
者
は
、
親
が
健
在
な
ら
ば
盆
に
は
目
録
や
、
料
理
が
下
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
ま

た
中
国
の
道
教
思
想
の

「中
元
」
が
七
月
十
五
日
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
日
本
で
行
な
わ
れ
て
い
た
盆
行
事
と
習
合
し
、
盆
礼
を
中
元
と
呼

ぶ
こ
と
と
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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十
三
日
夕
方
か
ら
各
家
に
迎
え
ら
れ
て
い
た
精
霊
は
、
十
五
日
か
、
十
六
日
に
送
り
火
を
焚
い
て
盆
の
供
物
や
送
り
団
子
、
赤
飯
の
に

ぎ
り
飯
を
み
や
げ
に
送
り
帰
さ
れ
る
。
「
灯
籠
な
が
し
」

「精
霊
送
り
」
「
精
霊
な
が
し
」
と
各
地
で
呼
ば
れ
る
行
事
で
舟
や
、
シ
ョ
ロ
ゴ

ザ
に
巻
い
て
海
や
川
に
流
す
。
初
盆
の
家
で
は
特
に
念
入
り
に

「
シ
ョ
ロ
ブ
ネ
」
を

つ
く
る
。
二
十
日
や
、
二
十
四
日
、
三
十
日
を

「終

④

い
盆
」

「送
り
盆
」
と
す
る
地
方
も
多
く
、
七
月
を
盆
行
事
で
終
始
す
る
の
も
め
ず
ら
し
く
な
い
。

以
上
の
様
な
盆
行
事
は
、
正
月
行
事
と
通
ず
る
所
が
多
く
見
ら
れ
る
。
比
較
す
る
と
、
盆
花
迎
え
と
門
松
迎
え
、
盆
棚
と
歳
棚
、
盆
礼

と
年
玉
、
送
り
火
と
ト
ン
ド
な
ど
、
正
月
行
事
と
ほ
と
ん
ど
が
符
節
を
合
せ
て
い
る
。

一
年
の
半
分
ご
と
に
盆

・
正
の
二
大

行
事

が
あ

り
、　
一
年
を
二
期
に
分
け
る
日
本
古
来
の
文
化
形
態
が
伝
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
年
の
暮
に
も
魂
祭
り

（祖
霊
祭
）
が
あ

っ
た
こ
と

は

『
徒
然
草
』
第
十
九
段
に
も
記
さ
れ
て
お
り
、
正
月
も
祖
霊
祭
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
盆
行
事
が
仏
教

と
の
結
合
に
お
い
て
祖
先
崇
拝
を
よ
り
決
定
的
な
も
の
と
し
、
日
本
古
来
の
祖
霊
祭
り
が
仏
教
的
意
義
付
け
を
も

っ
て
今
日
に
伝
わ

っ
た

文
化
形
態
と
言
え
る
。

三
、
孟
蘭
盆

の
儀
礼
構
造

の
推
移

日
本
に
お
い
て
孟
蘭
盆
会
や
、
そ
れ
と
併
修
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
施
餓
鬼
会
が
、
い
つ
頃
か
ら
行
な
わ
れ
て
来
た
か
、
ま
た
日
本
古
来

の
信
仰
形
態
と
ど
の
様
に
結
び
つ
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

孟
蘭
盆
会
の
由
来
は
、
西
晋
の
竺
法
護
訳
の

『
仏
説
孟
蘭
盆
経
』
と

『
仏
説
報
恩
奉
盆
経
』
が
典
拠
と
な

っ
て
始
め
ら
れ
た
行
事
で
、

「孟
蘭
盆
」
と
は
、
Ｃ
Ｆ
日
げ
”●
”

（鳥
藍
婆
祭
）
の
音
写
で

「倒
懸
」
と
訳
し
、
供
養
を
受
け
ら
れ
ず
逆
さ
吊
り
の
責
苦
に
あ
う

苦

し

④

さ
を
言
い
、
こ
の
先
亡
の
霊
を
救
済
す
る
の
が
孟
蘭
盆
会
と
い
う
法
会
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。

し
か
し

『
仏
説
孟
蘭
盆
経
』
は
イ
ン
ド
の
目
連
救
母
の
伝
説
に
中
国
の
思
想
が
合
さ

っ
て
中
国
で
成
立
し
た
偽
経
で
あ
る
と
の
説
も
あ

孟
蘭
盆
に
つ
い
て
の
一
考
察
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り
、
ま
た
、
孟
蘭
盆
の
倒
懸
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
唐
の
玄
応
の

『
一
切
経
音
義
』
が
典
拠
に
な

っ
て
い
る
が
、
こ
の
書
は
、
外
書
を
引

い
て
子
孫
の
な
い
餓
鬼
は
倒
懸
の
苦
を
受
け
る
と
あ
る
が
、
目
連
に
は
子
供
が
あ
る
こ
と
か
ら
孟
蘭
盆
経
に
は
倒
懸
を
意
味
す
る
語
は
な

く
、
孟
蘭
盆
を

「
器
物
」
と
見
て
い
た
唐
代
の
見
方

へ
の
否
定
と
し
て
倒
懸
を
こ
じ
つ
け
た
と
考
え
る
説
も
あ
和
。
ち

な

み

に
、
盆

を

「
器
物
」
と
見
る
の
は
日
本
に
も
あ
り
、
盆
を
精
霊
に
供
物
す
る
器
の

「
ボ
一こ
　
「
ボ
ン
」
か
ら
出
た
日
本
語
で
、
仏
教
の
ウ
ラ
ン
バ
ナ

⑫

が
合
さ

っ
た
と
す
る
仮
説
も
あ
る
。

次
に
、
中
国
で
孟
蘭
盆
が
行
な
わ
れ
た
七
月
十
五
日
は
中
元
に
あ
た
る
。
中
元
は
畑
作
の
収
穫
祭
で
あ
る
道
教
の
三
官
信

仰

の
祭

祀

で
、
こ
れ
が
祖
先
祭
と
結
合
し
、
さ
ら
に
仏
教
の
自
恣
の
日
が
同
日
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
と
も
結
合
し
、
今
日
伝
わ
る
様
な
孟
蘭

①

盆
会
の
原
型
が
完
成
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

孟
蘭
盆
行
事
の
初
見
は
、
中
国
に
お
い
て
梁
の
武
帝
の
大
同
四
年

（
五
三
八
）
に
同
泰
寺
で
行
な
わ
れ
た
と
あ
り
、
そ
の
後
唐
代
に
盛

ん
に
行
な
わ
れ
念
鐸

日
本
で
、
孟
蘭
盆
会
が
行
な
わ
れ
た
の
は

『
日
本
書
紀

（第
二
十
二
）
』
の
推
古
天
皇
十
四
年

（六
〇
六
）
に

「寺

毎

二
、　
四
月
八
日
、　
七
月
十
五
日
二
設
斎
セ
シ
メ
キ
」
と
ぁ
る
の
が
初
見
で
、

『
同
書

（第
二
十
六
こ

の
斎
明
天
皇
三
年

（六
五
六
）

に
は

「辛
丑

（十
五
日
）
須
弥
山
ノ
像
ヲ
飛
鳥
ノ
寺

ノ
西

二
作
り
、

マ
タ
孟
蘭
盆
ノ
会
ヲ
設
ケ
キ
」
と
あ
り
、
同
五
年

（工全
ハ
一
）
に
は

「
庚
寅
ノ
日

（十
五
日
）
群
臣

二
詔
シ
テ
、
京
内
ノ
諸
寺

二
孟
蘭
盆
経
ヲ
勧
講
キ
テ
七
世
ノ
父
母

二
報
イ
シ
メ
タ
マ
ヒ
キ
」
と
記
さ
れ
て

は
や
く
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

平
安
時
代
に
入
る
と
宮
中
や
大
寺
を
中
心
に
貴
族
層
で
広
く
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
、

『
枕
草
子
』

『
御
堂
関
白
記
』

『
小
右
記
』

『
蜻

⑮

蛉
日
記
』
な
ど
を
通
し
て
知
ら
れ
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
、
次
第
に
民
衆
に
広
ま
り
、
民
衆
の
中
に
存
在
し
た
祖
霊
信
仰

と
結
び
つ
い
て
い

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
吾
妻
鏡
』

（第
六
）
の
文
治
二
年

（
一
一
八
六
）
七
月
十
五
日
の
条
に
、
万
灯
会
が
行
な
わ

れ
た
様
子
が
見
ら
れ
、

『
明
月
記
』
の
寛
喜
二
年

（
一
二
三
〇
）
七
月
十
四
日
の
条
に
は
、
近
年
民
家
で
は
今
夜
は
長
竿
の
先
に
灯
籠
の
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様
な
も
の
を
付
け
て
先
祖
供
養
を
し
て
い
る
こ
と
を
伝
え
て
い
私
ダ
宗
祖
日
蓮
聖
人
の
御
遺
文
に
も
、
文
永
八
年

（
一
二
七

一
）
の

『
四

⑦

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

条
金
吾
殿
御
書
』
、
弘
安
三
年

（
一
二
八
〇
）
の

『
四
条
金
吾
殿
御
返
事
』
、
同
年
の

『
孟
蘭
盆
御
書
』
に
孟
蘭
盆
の
記
事
が
あ
り
、
特

に

『
孟
蘭
盆
御
書
』
は
信
徒
の
心
構
え
を

『
孟
蘭
盆
経
』
を
典
拠
と
し
て
説
か
れ
、
法
華
経
で
七
世
の
父
母
を
供
養
す
る
こ
と
の
功
徳
を

説
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
時
の
民
衆
の
中
に
こ
の
行
事
が
広
ま
り
、
定
着
し
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

鎌
倉
時
代
を
経
て
室
町
時
代
に
入
る
と
、
民
衆
の
農
耕
儀
礼
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
た
祖
霊
祭
り
が
仏
教
の
盆
と
結
合
し
、
年
中
行
事

と
し
て
定
着
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
看
聞
御
記
』
応
永
二
十
二
年

（
一
四

一
六
）
七
月
十
五
日
に
は
、
孟
蘭
盆
に
念
仏
踊
が
行
な
わ
れ

た
こ
と
が
記
さ
れ
、
同
じ
日

「施
餓
鬼
」
が
行
な
わ
れ
た
と
も
伝
え
て
い
る
。
ま
た
、

『
満
済
准
后
日
記
』
の
永
享
五
年

（
一
四
三
三
）

七
月
十
五
日
に
は
、
三
代
の
聖
霊
と
八
大
祖
師
以
下
の
列
祖
、
法
界
衆
生
の
た
め
に
各
々
三
度
ず
つ
水
を
蓮
葉
の
上
に
潤
き
上
げ
た①
と
伝

え
、
施
餓
鬼
が
孟
蘭
盆
会
に
併
修
さ
れ
た
こ
と
が
明
白
と
な

っ
て
い
る
。

次
に
施
餓
鬼
の
起
源
は
、
空
海
が
大
同
元
年

（八
〇
六
）
に
日
本
に
伝
え
た

『
仏
説
救
抜
燈
口
餓
鬼
陀
羅
尼
神
呪
経
』

（不
空
訳
）
所

説
の
阿
難
と
熔
口
餓
鬼
の
故
事
、
お
よ
び
阿
難
の
布
施
行
と
で
あ
ゎ
。
孟
蘭
盆
に
お
い
て
、
経
典
所
説
の
衆
僧
供
養
の
面
が
伝
承
さ
れ
に

く
か

っ
た
の
は
、
中
国
で
は
鬼
と
称
さ
れ
る
も
の
に
は
亡
者
の
霊
や
悪
鬼
、
妖
怪
変
化
、
水
鬼
な
ど
が
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
悪
鬼

に
、
水
上
や
陸
上
か
ら
供
物
を
投
げ
て
災
い
を
し
ず
め
る
施
餓
鬼
法
、
あ
る
い
は
水
陸
会
が
行
な
わ
れ
て
お
り①
、
こ
れ
と
孟
蘭
盆
会
が
施

す
意
味
に
お
い
て
結
合
し
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。

施
餓
鬼
は
空
海
が
経
典
を
伝
え
た
平
安
時
代
か
ら
行
な
わ
れ
た
よ
う
で
、
安
然
の

『
八
家
秘
録
』
巻
下
に
記
さ
れ
、
石
山
淳
祐
の

『
要

尊
道
場
観
』
巻
下
に
は
次
第
が
記
さ
れ
て
い
る。
。
鎌
倉
時
代
に
入

っ
て
、
宗
祖
日
蓮
聖
人
の

『
四
条
金
吾
殿
御
書
』
に
孟
蘭

盆

に
関

す

る
事
柄
に
引
き
つ
づ
い
て

『
法
華
経

・
授
記
品
』
の

「如
従
飢
国
来
」
以
下
の
経
文
を
引
き
、
餓
鬼
供
養
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

も
、
孟
蘭
盆
会
と
餓
鬼
供
養
が
結
び
つ
い
て
来
た
こ
と
を
う
か
が
え
る
。
日
本
に
お
い
て
こ
れ
が
結
合
し
や
す
か

っ
た
の
は
、
祖
霊
信
仰

孟
蘭
盆
に
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い
て
の
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に
見
ら
れ
る
災
い
除
け
、
崇
り
除
け
の
観
念
と
同
質
の
こ
と
で
あ

っ
た
か
ら
と
言
え
る
。
圭
室
諦
成
は
、
施
餓
鬼
は
、
中
世
以
降
の
戦
乱

の
勝
者
に
よ

っ
て
行
な
わ
れ
た
大
施
餓
鬼
会
や
、
供
養
碑
の
思
想
的
背
景
と
な

っ
て
い
る
と
し
、
こ
れ
は
怨
親
平
等
の
精
神
で
な
く
、
亡

⑩

霊
の
崇
り
を
封
ず
る
呪
術
的
側
面
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
崇
り
は
農
耕

へ
の
災
い
と
い
う
観
念
か
ら
出
発
し
て

い
る
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

四
、

お
　
わ
　
り

　
に

現
在
、
広
く
盆
行
事
で
見
ら
れ
る
形
態
は
、

「
シ
ョ
ロ
ダ
ナ
」
や

「
ア
ラ
ダ
ナ
」
を
設
け
て
、
祖
霊
と
新
仏
、
そ
れ
に
無
縁
さ
ん

（
餓

鬼
仏
）
の
三
種
の
霊
を
祭
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
仏
教
的
意
味
づ
け
を
す
れ
ば
、
先
祖

へ
の
供
養
と
、
施
餓
鬼
の
菩
薩
行
を
通
し
て
、

現
世
利
益
を
期
待
で
き
る
の
で
あ
り
、
餓
鬼
を
祭
る
こ
と
で
災
い
を
の
が
れ
る
と
い
う
考
え
は
、
民
衆
の
間
に
孟
蘭
盆
が
施
餓
鬼
と

一
体

と
な

っ
て
伝
承
さ
れ
て
来
た
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。
施
餓
鬼
を
行

っ
て
餓
鬼
に
堕
し
た
者
を
救
済
す
る
こ
と
は
、
悪
霊
と
な

っ
て
崇
る

そ
の
原
因
を
除
き
、
農
耕
上
の
豊
作
を
祈
念
す
る
こ
と
に
も
通
じ
た
と
考
え
ら
れ
、
施
餓
鬼
や
シ
ョ
ロ
ダ
ナ
の
水
向
供
養
な
ど
が
、
水
を

欲
す
る
農
耕
上
の
祈
り

へ
も
通
じ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
孟
蘭
盆

・
施
餓
鬼
と
い
う
仏
教
の
説
話
や
思
想
が
、
日
本
古
来
の
祖
霊
祭
、
厄
除
け
、
災
い
除
け
の
儀
礼

と

結

合

し
、
そ
れ
に
中
国
の
中
元
思
想
も
加
わ
り
、
今
日
の
様
な
盆
行
事
と
し
て
定
着
し
た
の
で
あ
る
。
室
町
時
代
か
ら
江
戸
時
代
を
経
て
、
仏

教
的
解
釈
や
法
要
が
占
め
る
部
分
が
拡
大
す
る
に
つ
れ
て
、
民
衆
に
は
仏
事
と
解
釈
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
各
寺
院
に
行
な
わ
れ
る
孟

蘭
盆
施
餓
鬼
法
要
も
、
祖
先
、
新
仏
、
法
界
万
霊

へ
の
追
善
供
養
法
要
と
な
り
、
孟
蘭
盆
会
の
衆
僧
供
養
の
原
義
が
見
失
な
わ
れ
、
日
本

固
有
の
文
化
形
態
を
習
合
し
た
日
本
的
仏
教
行
事
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
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『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
第
二
巻
　
一
七
七

一
頁
。

同
　
書
、
第

一
巻
　
四
九
二
頁
。

同
　
書
、
第
二
巻
　
一
七
九
九
頁
。

柳
田
國
男

『歳
時
習
俗
語
彙
』

（昭
和
五
〇
年
、
国
書
刊
行
会
）
四
四
九
２
四
五
〇
頁
。

和
歌
森
太
郎

『淡
路
島
の
民
俗
』

（昭
和
三
十
九
年
、
吉
川
弘
文
館
）
二
〇
九
頁
。

柳
田
國
男

『歳
時
習
俗
語
彙
』

（昭
和
五
〇
年
、
国
書
刊
行
会
）
四
五
０
２
四
五
二
頁
。

橋
浦
泰
雄

『月
ご
と
の
祭
』

（昭
和
四
十

一
年
、
岩
崎
美
術
社
）

柳
田
國
男

『歳
時
習
俗
語
彙
』

（昭
和
五
〇
年
、
国
書
刊
行
会
）
四

一
七
頁
。

文
化
庁
編

『
日
本
民
俗
地
図
』
第

一
集

（昭
和
四
十
四
年
、
国
土
地
理
協
会
）。

同
　
書
。

同

書
。

神
戸
新
聞
社

『兵
庫
県
探
検

・
民
俗
編
』

（昭
和
四
〇
年
、
神
戸
新
聞
社
）
三
二
三
―
二
三
四
頁
。

同
　
書
、
三
二
〇
―
三
二
二
頁
。

五
来
　
重

『続
仏
教
と
民
俗
』

（昭
和
五
十
四
年
、
角
川
書
店
）
二
三
四
頁
。

神
戸
新
聞

『兵
庫
探
検

・
民
俗
編
』

（昭
和
四
〇
年
、
神
戸
新
聞
社
）
。

同
　
書
。

柳
田
団
男

『歳
時
習
俗
語
彙
』

（昭
和
五
〇
年
、
国
書
刊
行
会
）
四
八
三
頁
。

神
戸
新
聞
社

『兵
庫
探
検

・
民
俗
編
』

（昭
和
四
〇
年
、
神
戸
新
聞
社
）。

同

書
、
三
二
七
頁
。

柳
田
國
男

『歳
時
俗
語
彙
』

（昭
和
五
〇
年
、
国
書
刊
行
会
）
五
〇
四
２
五
〇
九
頁
。

神
戸
新
聞
社

『兵
庫
探
検

ｏ
民
俗
編
』
（昭
和
五
〇
年
、
図
書
刊
行
会
）。

五
来
　
重

『続
仏
教
と
民
俗
』

（昭
和
五
十
四
年
、
角
川
書
店
）
二
〇
八
２
二
一
〇
頁
。

藤
井
正
雄

「
無
縁
仏
考
」

（『
日
本
民
俗
学
』
七
四
、
昭
和
四
十
六
年
）
。

藤
井
正
雄

「
孟
蘭
盆
と
民
俗
」

（『講
座
日
本
の
民
俗
教
』
２
　
昭
和
五
十
五
年
、
弘
文
堂
）
。

神
戸
新
聞
社

『兵
庫
探
検
民
俗
編
』

（昭
和
四
〇
年
、
神
戸
新
聞
社
」
三
二
五
頁
。

橋
浦
泰
雄

『月
ご
と
の
祭
』

（昭
和
四
十

一
年
、
岩
崎
美
術
社
）。

西
角
井
正
慶
編

『年
中
行
事
辞
典
』

（昭
和
三
十
三
年
、
東
京
堂
出
版
）。

孟
蘭
盆
に
つ
い
て
の
一
考
察
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孟
蘭
盆
に
つ
い
て
の
一
考
察

橋
浦
泰
雄

『月
ご
と
の
祭
』

（昭
和
四
十

一
年
、
岩
崎
美
術
社
）。

『
望
月
仏
教
大
辞
典
』
第

一
巻
　
一
一四
五
頁
。

藤
井
正
雄

「
孟
蘭
盆
と
民
俗
」

（『講
座
日
本
の
民
族
宗
教
』
２
　
昭
和
五
十
五
年
、
弘
文
堂
）
。

岩
本
裕

『月
連
伝
説
と
孟
蘭
盆
』

（昭
和
十
三
年
、
法
蔵
館
）
。

柳
田
國
男

「
盆
と
ほ
か
ひ
」

（『
筑
摩
双
書
先
祖
の
話
』
昭
和
五
十
年
、
筑
摩
房
）。

岩
本
裕

『
目
蓮
伝
説
と
孟
蘭
盆
』

（昭
和
四
十
三
年
、
法
蔵
館
）
三
二
五
頁
―
二
四
五
頁
。

『
望
月
仏
教
大
辞
典
』
第

一
巻
　
一
一四
五
頁
。

藤
井
正
雄

「
孟
蘭
盆
と
民
俗
」

（『講
座
日
本
の
民
俗
宗
教
』
２
　
昭
和
五
十
五
年
、
弘
文
堂
）
。

同
　
書
。

註
②
参
照
。

註
③
参
照
。

註
①
参
照
。

『続
郡
書
類
従
』

（看
聞
御
記
、
二
十
九
頁
）。

同
　
書

（満
済
准
后
日
記
、
四
八
五
頁
）。

藤
井
正
雄

「
孟
蘭
盆
と
民
俗
」

（『
講
座
日
本
の
民
俗
宗
教
』
２
　
昭
和
五
十
五
年
、
弘
文
堂
）
。

沢
田
瑞
穂

『地
獄
変

・
中
国
の
冥
界
説
』

（昭
和
四
十
三
年
、
法
蔵
館
）

一
三
四
２
五
頁
。

藤
井
正
雄

「
孟
蘭
盆
と
民
俗
」

（『講
座
日
本
の
民
俗
宗
教
』
２
　
昭
和
五
十
五
年
、
弘
文
堂
）
。

註
②
参
照
。

圭
室
諦
成

『葬
式
仏
教
』

（昭
和
三
十
九
年
、
大
法
輪
閣
）。

⑮⑮⑭⑬⑫①⑩⑩①①①⑮⑭①⑫①⑩④④
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